
新   旧   

略  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  

1人身取引被害者分  

前項〔14日を超えた場合〕の1の「暴力  

被害者」を「人身取引被害者」と読み替え、  

その基準額を適用する。  

2同伴児（者）単独分  

前項〔14日を超えた場合〕の2の「暴力  

被害者」を「人身取引被害者」と読み替え、  

その基準額を適用する。  

13売春防止法に基づく安保護女子の一時保護委託費  

別途定めるところにより、売春防止法に基づく要  

保護女子（以下「要保護女子」という。）の一時保  

護を委託して行う場合、次により算出された額の合  

算額  

〔14日以内の場合〕  

1要保護女子分  

前々項〔14日以内の場合〕の1の「暴力被  

害者」を「要保護女子」と読み替え、その基準  

額を適用する。  

2同伴児（者）単独分  

前々項〔14日以内の場合）の2の「暴力被  

害者」を「要保護女子」と読み替え、その基準  

額を適用する。  

〔14日を超えた場合〕  

1要保護女子分  

前々項【14日を超えた場合〕の1の「暴力  

被害者」を「要保護女子」と読み替え、 

準額を適用する。  

2同伴児（者）単独分  

前々項〔14日を超えた場合〕の2の「暴力  

被害者」を「要保護女子」と読み替え、その基  

準額を適用する。  
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新   旧   

略  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  

次に掲げる額の合算額  

1 要保護女子等分  

（1）事業費  

各月初日の保護現員（月の中途において退所  

した者を除く。以下「各月当初保護現員」とい  

う。）に月額54，600円を乗じた額の合算   

額。  

ただし、毎年11月1日からその翌年3月  

31日までの間は、その間の各月当初保護現員   

に次の冬期加算額を乗じて算定した額を加える   

ものとすること。  

冬 期 加 算 額   

婦人相談所一時  

保護所入所者の処  

遇のために必要な  

需用費（食糧費、  

光熱水費、燃料  

費、消秦毛品費）、  

5／10  

扶助費等   
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Ⅰ 区  Ⅱ 区  Ⅲ 区  Ⅳ 区  Ⅴ 区  Ⅵ 区   

8，9。占弓  7．10『  5．40P  4，2。『  2，8。P  2，2。P   
（注）地区別区分は、生活保護法による保護基準  

（昭和38年厚生省告示第158号）の別表  
第1附表の区分による婦人相談所の所在地に  
ついて適用するものであること。   

（2）妊産婦加算  

妊産婦については、各月当初保護現員に掲げ   

る区分ごとの妊産婦加算額を乗じて算定した額  

を、前項により算定した事業費に加えるものと   

すること。  

ただし、妊婦については、次に掲げる妊婦の   

額を出産した日の属する月まで加算するものと  

し、産婦については出産した日の属する月の翌   

月から2か月間加算するものとすること。  

妊 産 婦 加 算 額  

妊   婦  

6月未満  6月以上   
産  婦  

円   円   円   

9，140   13，810  8，490  



新   旧   

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  
略  

（補助）率  

（3）母子加算  

要保護女子等が乳児または幼児を養育しなけ  

ればならない場合はその昔の各月初日の在籍戸  

数（月の中途において退所した月を除く。）に  

月額19．380円を、養育しなければならな  

い者が2人の場合は1．560円、3人以上1  

人増すごとにさらに月額770円を加算した額  

を乗じた頓を（1）の事業費に加算するものとす  

る。  

ただし、国民年金法（昭和34年法律第14  

1号）の規定による遺族基礎年金の支給を受け  

ている者はこれを除外すること。  

（注）乳児とは、満1才未満の者、幼児とは、  

滞1才以上／ト学校就学前の者をいうもので  

あること。（以下同じ。）  

（4）期末一時扶助費  

毎年12月初日保護現員×5，070円  

（5）被服加算  

各月保護人員×月額250円  

2要保護女子等が同伴する乳幼児  

（1）事業費  

ア乳児の各月当初保護現員に月額37，900円  

を乗じた額の合計額。  

イ幼児の各月当初保護現員に月額42，600円  

を乗じた額の合計額。  

ただし、毎年11月1日からその翌年3月  

31日までの間はその間の乳児又は幼児の各  

月当初保護現員に前記1の（1）の冬期加算額  

を乗じて算定した額を加えるものとするこ  

と。  

（2）期末一時扶助費  

毎年12月初日保護現負×5．070円  

（3）被服加算  

各月保護人員×月額250円  
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新   旧   

略   1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率   

t3 事業費の算出にあたり月わ途中で保護又は退所  t   】   

した者についての事業費（冬期加算を含むJ、妊  

産婦加算及び母子加算の額は次の算式により算定  

した額とする。  

当該月の保護目数  

月額単価 ×  

30日又は当該月の日数  

4 入所者の生活指導のための器具機材費として地   

方厚生（支）局長が必要と認めた額。  
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新   旧   

略  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  

婦人相談  5／10  

所運営費  1婦人相談所活動費  婦人相談所が行う  

負担金   都道府県域内にお  

婦人相談所が行う都道府県域内における要保護女  

子等の移送等を行う事業に要する経費として、地方  

厚生（支）局長が必要と認めた額  めに必要な旅費、  

役務費（通信運搬  

費）  

2外国人婦女子緊急一時保護経費  婦人相談所が行う  

外国人婦女子緊急  

婦人相談所が行う外国人婦女子緊急一時保護事業  

に要する経費として、地方厚生（支）局長が必要と  

認めた額  費、役務費（通信  

運搬費）、通訳雇  

上費、婦人相談所  

で一時保護した人  

身取引被害者の医  

廃寮（医療機関に  

おける診察、検査、  

治療及び診断書の  

発行等医療に要す  

る費用。ただし、  

他法他制度が利用  

できない場合に限  

る。）  

3広域措置費  婦人相談所が行う  

配偶者からの暴力  

婦人相談所が行う配偶者からの暴力被害女性を他  

の都道府県の婦人相談所等へ移動させるための経費  

所等へ移動させる  

として、地方厚生（支）局長が必要と認めた額  ために必要な旅  

費、需用費（燃料  

費）、役務資（通  

信運搬費）  
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新   旧   

路   1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率   

‖  Ⅷ  

保護女子等に同伴す  

る児童の保育及び学  

習支援等を行うため  

に必要な備品購入  

費、需用費（消耗品  

費）  

所運営費  

負担金   婦人相談所が自ら行う要保護女子等に同伴する児童  

の保育及び学習支援等を行う事業に要する経費  

当該年度の同伴児保護延人数に日額180円を  

乗じた額  
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新   旧   

略  1区分  2種月   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  

婦人保護  婦人保護施設職  

施設運営  1．〔区分】一時保護所保護費負担金  員設置のために必  

費補助金  【種目〕事務費の基準額による。  要な給料、貸金、  

（婦人保  ただし、基準額の「2寒冷地手当」中「都  

諌長期収  道府県条例」とあるのは「都道府県条例（法人  

容施設を  の経営する施設にあっては、当咳法人の寒冷地  

含む。）   手当の支給に関する規定）」と読み替えること。  

また、基準額の「3夜間警備体制強化加算」  

中「1施設2名」とあるのは「1施設1名」と  

読み替え、「（注）」の部分は除くこと。  繕費）、役務費  

なお、施設入所者に対して特別な処遇を行っ  

ている施設に㌧っいては地方厚生（支）局長がそ  

の都度承認した額。  料等   

2施設機能強化推進費  

施設機能の充実強化を推進している施設であ  

って別途定めるところにより、施設機能強化推  

進費を必要とするものと琵定された場合。  

別途加算単価  

3精神科医雇上費  

入院治療の必要はないが精神に障害のある者  

（精神科通院により投薬治療を受けている者及  

び施設内において専門医の処方を受けている者  

（以下「対象者」という））が毎年4月1日現  

在の実入所人員に対して10人以上を占めてい  

る施設に対し、1回当たり単価13，570円  

を限度として年12回の範囲内で加算する。  

対象者が21人を超える施設であるときは、  

次表に定める回数の範館内でさらに加算する。  

対象者が21人を超える施設への加算回数  

21～30人 
l対象者数t加算回数（年間）l ll12回l t31人以上l24同一  
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新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

4 略  4 民間施設給与等改善費  

地方公共団体の経営する施設以外の施設（た  

だし、昭和46年7月16日社庶第121号厚  

生省社会局長、児童家庭局長通知にいう社会福  

祉事業団等の経営施設を除く。）であって、別  

途定めるところにより、民間施設給与等改善費  

の加算を必要とするものと認定された場合。  

事務費基準額×別途定めるところにより決定さ  

れた加算率  

5 心理療法担当職員雇上費加算  

別途定めるところにより、心理療法担当職員  

加算が必要と認定された場合。  

（1）常勤職員   

「施設事務費算定基準」によって算定された額  

（心理療法担当職貞に係る経費の種類ごとにそれぞ  

れの単価に負数を乗じて得た額の合算額）を当該取扱  

定員に12を乗じた数によって除した額（円未満切捨）  

と表3「心理療法担当職貞加算限度額」とを比較して  

いずれか少ない方の額に取扱定員と12を乗じて得た  

額とする。  

5 心理療法担当職員雇上費加算  

別途定めるところにより、心理療法担当職員  

加算が必要と認定された場合。  

（1）常勤職員   

「施設事務費眉定基準」によって算定された額  

（心理療法担当職具に係る経費の種類ごとにそれぞ  

れの単価に負数を乗じて得た額の合算額）を当該取扱  

定点に12を乗じた数によって除した額（円未満切捨）  

と表3「心理療法担当職員加算限度額」とを比較して  

いずれか少ない方の額に取扱定員と12を乗じて得た  

額とする。  
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（2）常勤的非常勤職員  

1施設当たり年額 3  
（2）常勤的非常勤職員  

1施設当たり年額 3  

（3）非常勤職員  

1施設当たり年額 1  

（3）非常勤職員  

1施設当たり年額 1   



新  旧  

1区分   2種目  3  基  準  額  4対象経費   5負担  1区分   2種月  3  基  準  額  4対象経費  5 負担  

（補助）率  （補助）率  

表  3  心理療法担当職貞加算限度額  表  3  心理療法担当職員加算限度額  

（単位：円  （単位：円）  

定員地域区分j土辿迫超過山』－0／100剋迎8／－001主題三通軋金山迫  定見地域区分 適△週13／100 週 －0／100 出迎 8／－00  
20名以下  呈生堅坦  呈皇A！迎  呈豊遡  23．800  呈旦』担  呈迎  20名以下  呈姐迎 出』追 出』迎 23β00；迫遡；迫』迫 23．300 遥』迎l遡止凶l墨止担  

21～・30  避退迎   1旦．迎9   1旦Ll旦旦   15，900  遁遡  1亘．遇  21～ 30  ユ且4！担 通過 通過迎 柑．900 遁遡 ユ亘．亘！迎 ユ互生！迫 ユ互亘！迎．⊥宣L！迫9 適．生担  

31－ 40  二退屈担   1乙≧旦9  週ユ堕   11．900   11．800  11．700  31～ 40  週』担1星』迫．ほ』迎11．90011，80011．7001」迦11，600 ⊥1丘凶 出．且迎  

41～ 50  ＿坦▲堅坦  乳坦9  乳巫坦  9，500  ＆亘！迎  9．400  41～ 50  姐迫 旦』迎 旦且迎 9．500 旦迎 9．400 9．300 旦丘！坦 旦遡 姐迎  

51－ 60  迎  旦」」辿  旦Ll旦9  7，900  1堅坦  7．800  51～ 60  軋訟迎 旦遡迫 旦遡 7，900 迎 7．800 7月00 7，700 1む辿 1玉垣  

61－ 70  1廷坦  迎  姐辿  6．800  旦遡迎  6．700  61～ 70  ヱ遡退 城 邑旦！迎 8．800 旦ヱ！迫 8，700 6，7加 6，600 且旦迎 旦旦些  

71～ 80  6．200  且遇  旦」遡  6．000  5，900  5．900  71～ 80  6．200 腿 迎 5，900 5，900 5．900 5，800 5．800 皇且！坦 旦旦！迫  

81～ 90  5．500  5．400  辿  5．300  亘遡  5．200  81～ 90  5，500 5．400 旦遡 5．300 亘ヱ！坦 5．200 5，200 亘．≧旦9 5．100 皇」＿9旦  

91～100  亘迎  旦▲型迎  4．800  4，800  4，700  4，700  91～100  ま．型担 曳迎9 4．800 4．800 4．700 4，700 4．700 4．600 姐迎．生退廷  

姐追  出過  払迫 土色地  定員地域区分剋退出追出過払退出退出追払迫工迅土地  
20名以下  23．300  ≦迫遇  呈呈遡  蓑』迎  迎  20名以下  ；迫遡迎 毘遡迎 盟遡迎 ㌶遡 之乙遜迎 呈之』迎 呈乙呈匹 盆遇 呈呈．建迎  

21～ 30  1姐担  ユ互生！担  退避  1亘遡  迅』迎  21～ 30  遁遡迎 通過迎 通過迎1亘』迎1退 出』迎 適且迎1皇丘！退 避  

31～ 40  出過迎   11．600  月避  退．旦匹  jユ迎  31～ 40  週迎 止』追 出』迫 ⊥！』迎■出遡 ⊥1題迫 週迫 止』迎 ⊥通過  

41－ 50  9．300  姐迫  乱逆  姐迫  旦旦！坦  41～ 50  皇必迫 皇』迫 ＆出迫 旦』迫 姐迫 皇遡 姐迫 姐迎 旦丘！迫  

51～ 60  7，800  7．700  迎  遇  工旦匹  51～ 60  1乙！迫 1皇！迫 ヱ．墜坦 迅迫 退坦 ヱ．皇！迎 辿 乙堅迫 ヱ』迎  

61～ 70  6．700  6，600  旦丘！塑  旦』迫  旦』迎  61～ 70  軋鎚坦 軋塾迫 旦丘！迫 鮎塑迎 鮎り迎 旦』迎 旦』迫 旦．逃坦 旦』迎  

71－ 80  5．800  5，800  軋む辿  畳屋些  姐迎  71～ 80  皇．玉坦 皇遡 旦ヱ！迎 むむ迎 凶迎 姐迫 姐迫 立証迫 皇且迎  

引 ～ 90  5．200  旦遇  5．100  迎  迎  81～ 90  良基坦 皇ユ！迫 皇」＿！迎 迎 旦遡 皇．嬰匹 主題 姐迫 姐迎  

91～100 4．700 4．600 生長些 互皇！迎 且4些  91～100 且旦匹A英坦A遇且旦鎚生長旦9A越生丘凶姐迫血盟旦  

】 t  I l  
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新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

Ⅲ 婦人保吾妻長期収容施設  Ⅱ 婦人保護長期収容施設  

（1）施設事務費は収容委託者各月の現員数に1人  （1）施設事務費は収容委託者各月の現員数に1人  

月額基準額79．400円を乗じて得た額とす  月額基準額79，200円を乗じて得た額とす  

る。  る。  

（2）略  （2）施設機能強化推進費は、前項Ⅰ婦人保護施設  

の2施設機能強化推進費の取扱いによる。  

（3）略  （3）民間施設給与等改善費は、前項Ⅰ婦人保護施  

設の4民間施設給与等改善費の算定による。  

（4）下記の都道府掛こあっては、次に掲げる定数  

（4）略  を基礎に算定する。  

北海道 7人  

東京都 40人  

神奈川県 10人  

愛知県 5人  

大阪府 5人  

兵庫県 7人  

福岡県 5人  

（注）別表に示す「施設事務費算定基準」は婦人  

保護長期収容施設に適用しない。  

1 〔区分〕婦人保護事業費負担金   婦人保護施設入   1〔区分）一時保護所保護費負担金   婦人保護施設入   

事業費  5／10  事業費  〔種目〕事業費の基準額（4を除く）による。   5／10  

ただし、基準額中「婦人相談所」とあるのは、●  に必要な需用費  ただし、基準額中 r婦人相談所」とあるのは、  に必要な需用費  

r婦人保護施設」と読み替えること。   （食糧費、光熱水  「婦人保護施設」と読み替えること。   （食糧費、光熱水  

なお、被服加算については、各月初日現員×月  費、燃料費、消耗  なお、被服加算については、各月初日現員×月  費、燃料費、消耗  

額250円とする。  品費）、備品購入  額250円とする。  品費）、備品購入  

瓢扶助費、委託  脅さ扶助費、委託  

2略  料等  2社会適応訓練費  料等  

各月初日保護現員×月額330円  

3略  3入所者の生活指導、職業訓練のための暑旨具、機  

材費として、地方厚生（支）局長が必要と認めた額。  

－
一
一
」
－
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（別表）  

略  施設事務費算定基準  

経費の  

経費の区分   単  価   負   数  

種類  

人件費  （1）給  与  毎年4月1日現在（以下「4月当初現在」と  

いう。）の職長の現員を基礎として算定する。  

ア．都道府県及び市が経営する施設にあっては、  

4月当初現在の職員の現員の本俸、特殊業務  

手当（主任指導員及び指導員については、別に  

定める額を限度とし、看護師については、1人  

月額2，500円を限度とする。〉、地域手当  

（毎年度の4月中に給与の改定を行うことが  

明らかな場合は、その本俸、特殊業務手当及び  

地域手当をもって4月当初現在のそれぞれの額と  

みなす。）及び扶養手当の合算額と次に示す  

職員の職種別の本俸、特殊業務手当、地域手当  

及び扶養手当の合算額とを比較していずれか  

少ない方の額とする。   

－
一
一
0
0
－
 
 
 



経費の区分   単  価   員   数  経費の区分  単  価  負   数  

種 類  種 類  
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新  旧  

経費の  経費の  

経費の区分   単  価   員   数  経費の区分  単  価  員数  

種類  種類  

イ，略  イ．法人が経営する施設にあっては、4月当初  

現在の職員の本俸、特殊業務手当（主任指導員  

及び指導員については別に定める額を限度とし、  

看護師については、1人月額2，500円を  

限度とする。）、地域手当（毎年度の4月中に給  

与の改定を行うことが明らかな場合は、その本  

′俸、特殊業務手当及び地域手当をもって4月当  

初現在のそれぞれの額とみなす。）及び扶養卓当  

の合算額とする。  

（2）期末勤勉手当  （1）の給与の単価及び（1）の給与の算定の基  4．5  （2）期末勤勉手当  

礎と  （円未満切捨）  なった4月当初現在の職員の期末勤勉手当加算額  

なった4月当初現在の職員の期末勤勉手当加  の合算額とする。  

算額  

（3）略  の合算額とする。  （3）管理職手当  

本俸×12  

（4）略  （4）管理職員特別  

勤務手当  

休日の勤務をした場合  

勤務1回に？き4，000円  

（5）略  （5）超過勤務手当  

特殊業務手当（1人月額2，500円の加算額を  

除く。）及び地域手当の額の合算額（施設長の本俸  

及び地域手当の額を除く。）×12  

（6）略  （6）住居手当  

職員の住居手当の月額  

（7）略  （7）通勤手当  

職員について算定した手当月額   

－
一
N
O
－
 
 
 



新  旧  

経費の  経費の   

経費の区分   単  価   員   数   経費の区分   単  価  員   数   

種類  種類  

ll  】（8）略  

－  （8）非常勤調理員   
年額 1，596，000円  ロ   

Ⅷ  
等  

（9）非常勤調理員等   

年休代潜要員費  

（10）年休代潜要員費  

年額  74，480円  各
 
 

匝
 
 

0
 
 

9
 
 

（1）の給与の算定の基  

礎となった指導員及び  

看護師数  

（1）の給与の算定の基  

礎となった調理員等  

取扱定員  

12  

年額   118，400円  

年額   106，400円  （11）調理員等年休   

代替要員費  

（12）看護代替経費  

（13）社会保険事業主   

負 担 金  

－
一
N
一
－
 
 

年額  1．950円  

厚生年金保険、健康保険及び雇用保険労働者  

災害補償保険又は地方公務員共済組合についてのみ  

4月当初現在職員現員の給与に見合う所定の月額  

の合算額又は給与の算定基礎額の欄において算定  

（12）略  

（13）社会保険事業主  

負 担 金  

厚生年金保険、健康保険及び雇用保険労働者  
災害補償保険又は地方公務員共済組合についてのみ  

4月当初現在職員現員の給与に見合う所定の月額  

の合算額又は給与の算定基礎額の欄において算定  

12  

17713を乗じて得た額  した給与に0   17958を乗じて得た額  した給与に0   

4月当初現在の嘱託医手当の月額  12  

1  

（1）の給与の算定の基  

礎となった職員のう  

ち、調理員等を除いた  

職員数  

（14）嘱託医手当  

（15）宿直業務改善費  

（16）旅  費  

（14）略  

（15）宿直業務改善費  

（16）略  

540円  1施設年額  2，444   1施設年額 2  

5，900円  

同 上   57，120円  く17）庁  費  



新  旧  

経費の   経費の  

経費の区分   単  価   員   数  種 類  経費の区分   単  価．  員数  

（18）略  （18）特別管理費  1  

51人以上の施設年額 1  

（19）職員研修費  1．950円  （1）の給与の算定の基  （19）職員研修費  （1）の給与の算定の基  

礎となった職員のう  礎となった職員のう  

ち、調理員等を除いた  ち、調理員等を除いた  

職員数  職員数  

（20）略  （20）被服手当  （1）の給与の算定の基  

礎となった調理員等  

（21）略  （21）職邑醐  （1）の給与の算定の基  

礎となった職員数  

（22）略  （22）各所修繕費  当該施設の実延数  

（1rd未満切捨）  

ただし、一時保護所の  

場合婦人相談所との兼  

用部分については、そ  

の主たる用途によって  

按分された延面積  

（23）略  （23）入所者保健  取扱定員  

衛生費  

（24）略  （Z4）業務省力化等  （1）の給与の算定の基  
動疎条件改善費  礎となった指導員及び   

看護師数  

調理員年額 （1）の給与の算定の基  
礎となった調理員数  

（25）略  
（25）在蓋整讐皐  

年額 1  

（26）苦情解決対策  年額 1  

（26）略  経費   

－
一
N
N
－
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略  経費の  

経費の区分   単  価   負   数  

種類  

（Z7）調理業務外  調理業務の全部を委托する場合は、その委託料  

部委託費  （事務費相当）の月額   

－
一
N
∽
－
 
 
 



児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱新旧対照表（案）  

別 紙  

児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱   

（通則）  

1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交   

付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179   

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第臼5号。   

以下「適正化法施行令ノという。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年  

厚生省  

労働省 
令第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる児童虐待防止対策等支援事業及びDV・女性保護   

対策等支援事業の実施に要する経費に対し補助金を交付し、もって地域における児童虐待  

・DV対策等の一層の普及促進を図ることを目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日雇児発第1111001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の1に定   

める次の事業とする。  

（1）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童自立生活援助事業  

（2）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童虐待防止対策支援事業  

（3）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行うひきこもり等児童福祉対策事業  

（4）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童家庭支援センター運営事業  

（5）中核市（児童相談所設置市を除く。）及び市（指定都市、中核市及び児童相談所設  

置市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う児童家庭支援センター運営モデル事  

業  

剋塗  

剋塗  

（6）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う里親支援機関事業  

（7）都道府県、指定都市及 び児童相談所設置市が行う地域生活支援事業（モデル事業）  

（8）都道府県、指定都市、中核市及び児童相鉄所設置市が行う身元保証人確保対策事業  

（9）市及び福祉事務所を設置する町村が行う身元保証人確保対策事業（母子生活支援施  

児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交  

付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179  

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。  

以下「適正化法施行令ノという。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年  

厚生省  

令第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  
労働省   

（交付の目的）  

2 この補助金は、別表の第1榊に掲げる児童虐待防止対策等支援事業及びDV・女性保護   

対策等支援事業の実施に要する経費に対し補助金を交付し、もって地域における児童虐待  

・DV対＼策等の一層の普及促進を図ることを目的とする。  

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、平成17年  

11月11日雇児発第1111001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐   

待・DV対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の1に定   

める次の事業とする。  

（1）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童自立生活援助事業  

（2）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が行う児童虐待防止対策支援事業  

（3）都道府県、指定都市及び児童相政所設置市が行うひきこもり等児童福祉対米事業  

（4）都道府県、指定都市及び児童相鉄所設置市が行う児童家庭支援センター運営事業  

（5）中核市（児童相談所設置市を除く。）及び市（指定都市、中核市及び児童相談所設  

置市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う児童家庭支援センター運営モデル事  

業  
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市が行う里親支援事業  

市が行う里親委託推進事業  

青  

竜  

（8）都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市が行う身元保証人確保対策事業  

（9）市及び福祉事務所を設置する町村が行う身元保証人確保対策事業（母子生活支援施   



新   旧   

設分に限る。）に対して都道府県が補助する事業   設分に限る。）に対して都道府県が補助する事業   

（10）．都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市及び市が行う婦人相談員活動強化   （10）都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市及び市が行う婦人相談員活動強化   

事業   事業   

（11）都道府県が行う売春防止薩動・DV対策機能強化事業   （11）都道府県が行う売春防止活動・DV対策機能強化事業   

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、次により算出された額の合   

計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に1，000円未満の端数が生じた場合に  

は、これを切り捨てるものとする。  

（1）3の（9）以外の事業   

ア 別表の第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。   

イ アにより選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（9）の事業  

（1）のアに準じて選定された額に4分の3を乗じて得た額の合計額と、都道府県が   

補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

（交付額等の下限）  

5 4で定める算定方法により算出された補助金の交付額が、194千円に満たない場合に   

は、交付の決定を行わないものとする。  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、次により算出された額の合   

計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に1，000円未満の端数が生じた場合に  

は、これを切り捨てるものとする。  

（1）3の（9）以外の事業   

ア 別表の第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実  

支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。   

イ アにより選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。  

（2）3の（9）の事業  

（1）のアに準じて選定された額に4分の3を乗じて得た額の合計額と、都道府県が  

補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額  

を交付額とする。  

（交付額等の下限）  

5 4で定める算定方法により算出された補助金の交付額が、194千円に満たない場合に   

は、交付の決定を行わないものとする。  
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（交付の条件）  

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1） 別表第1欄に定める区分ごとの事業に要する経費の配分の変更（それぞれの配分額  

のいずれか低い額の30％以内の変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承  

認を受けなければならない。  

（2） 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を  

受けなければならない。  

（3） 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならな  

い。  

（4） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具  

については、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に  

定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の   

（交付の条件）  

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1） 別表第1欄に定める区分ごとの事業に要する経費の配分の変更（それぞれの配分額  

のいずれか低い額の30％以内の変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承  

認を受けなければならない。  

（2） 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を  

受けなければならない。  

（3） 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならな  

い。  

（4） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具  

については、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に  

定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の  



目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

（5） 厚生労働大臣の承蕗を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ  

の収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（6） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても  

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな 

らない．  

（7） この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による  

調書を作成し、これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはそ  

の承謬を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。  

（8） 都道府県は、国から概算払いによ・り間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合に  

は、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなけ  

ればならない。  

（9） 都道府県は、間棲補助金を開披補助事業者に交付する場合には、（2）から（7）  

に掲げる条件を付さなければならない。  

この場合において（2）から（3）及び（5）中．「厚生労働大臣Jとあるのは「都  

道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、（4）中「厚生労働大臣の承  

認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、（7）中「補助金」とあるのは「間接補  

助金」と読み替えるものとする。  

（10）（9）により付した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめ  

厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

（11） 間按補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一都を国庫に納付させることがある。  

（申請手続） 

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2項に基づき、補助金等   

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第2による申請書及び関係書塀を都道府県知事が別に定める日まで   

に都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記の申請書を受理したときは、必要な審  

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

（5） 厚生労働大臣の承謬を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ  

の収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（6） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても  

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな  

らない。  

（7） この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による  

調書を作成し、これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはそ  

の承碍を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。  

（8） 都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合に  

は、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなけ  

ればならない。  

（9） 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（2）から（7）  

に掲げる条件を付さなければならない。  
この場合において（2）から（3）及び（5）中「厚生労働大臣」とあるのは「都  

道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、（4）中「厚生労働大臣の承  

認」とあるのは「都道府県知事の承静」と、（7）中「補助金」とあるのは「間接補  

助金」と読み替えるものとする。  

（10） （9）により付した条件に基づき都道府県知事が承許する場合には、あらかじめ  

厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

（11） 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、  

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請手続）  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2現に基づき、補助金等   

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別．紙様式第2による申請書及び関係書類を都道府県知事が別に定める日まで   

に都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記の申請書を受領したときは、必要な審   

査を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、平成19年12月17巨一まで   

に厚生労働大臣に提出するものとする。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第3による申請書および関係事類を平成19年12月17日までに厚生労働   

大臣に提出して行うものとする．  

（変更中碑手続）   
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月  日まで  査を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、   

に厚生労働大臣に提出するものとする。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第3による申書青書および閑係書類を   

大臣に提出して行うものとする。  

（変更中緒手続）  

日までに厚生労働  



8 この補助金の交付決定壊の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には、7に定める申請手続きに従い、平成   年 月  日までに行うもの   

とする。  

（交付決定までの標準的期間）  

9 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う場合には、7に定める申請手続きに従い、平成20年2月15日までに行うもの   

とする。  

（交付決定までの標準的期間）  

9 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内   

に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。   

（補助金の概算払）  

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（補助金の概算払）  

10 j草生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内に   

おいて概算払をすることができる。  

（実績報告）  

11この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第4による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県知  

事に提出し、都道府県知事は、前記の報告書を受理したときは、必要な審査を行い、適  

正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、平成21年4月10日（6の（3）により  

事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起   

算して1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第5による報告書を、平成21年4月10日（6の（3）により事業の中止   

又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か   

月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（実績報告）  

11この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26粂第2項に基づき、補助金等  

の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

市長は、別紙様式第4による報告書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県知  

事に提出し、都道府県知事は、前記の報告書を受理したときは、必要な審査を行い、適  

正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、平成20年4月10日（6の（3）により  

事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起   

算して1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記以外の場合  

別紙様式第5による報告書を、平啄20年4月10日（6の（3）声こより事業の中止   

又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1か   

月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  
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（補助金の返遼）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する   

ことを命ずる。  

（その他）  

13 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方法、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承終を受けてその定めるところによるものとする。   

（補助金の返退）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える   

補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する   

ことを命ずる。  

（その他）  

13 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方法、手続きによることができない   

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。  




